
庁 議
日時： 2月2２日（月）PＭ１：３０ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

１ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 産業環境部長

２ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 市民生活部長

【連絡事項】

１ 株式会社おおたコミュニティ放送の資本金の額の減少及び 企画部長
本市保有の株式譲渡について

２ 令和元年東日本台風（台風第１９号）対応検証報告書【対応結果編】 総務部長
について

３ 太田市尾島体育館竣工記念式典の開催について 文化スポーツ部長

４ 「太田市美術館・図書館美術作品等収蔵委員会」の設置について 文化スポーツ部長

５ 市営４地域活動支援センターの法定サービスへの移行及び民営化について 福祉こども部長

６ 株式会社田園都市未来新田の株式譲渡について 産業環境部長

７ 太田市電気事業経営戦略の策定について 産業環境部長

８ 令和２年度環境白書について 産業環境部長

９ 太田都市計画用途地域の変更（太田市運動公園地区）について 都市政策部長

10 太田都市計画地区計画の変更（吉沢原宿地区）について 都市政策部長

11 太田市都市計画審議会委員（市民）の公募について 都市政策部長



12 太田市空家等対策計画の期間延長について 都市政策部長

13 太田市立北の杜学園の開校並びに太田東小学校、韮川西小学校 教育部長
及び北中学校の閉校について

14 令和３年度太田市立太田中学校入学者選抜における合格者状況について 教育部長

【その他】

１ 令和３年度定例記者会見開催予定について 企画部長

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 次回庁議予定 ◆ ３月 ５日（金）ＡＭ８：３０～＜庁議室＞ 案件名報告： ２月２２日 (月)PM5:00
資料提出： ２月２６日 (金)PM5:00



 ２月２２日 庁議提出案件           資料No.１    
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 産業環境部長 氏名 久保田 均  内線２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

 

【 目 的 】 

  太田市萩集落センター敷地内により発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解する 

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決 

処分したことを報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 除草作業中に発生した飛び石事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和3年2月4日 
29,535円 

（29,535円） 
10割 

太田市萩集落センター敷地内で令

和2年8月11日発生。ゴミステーシ

ョン周辺で刈払機を使用して除草

作業をしていたところ、飛び石に

より同敷地内の南側に接する市道

を西方に走行中の乗用車の右ドア

ガラスを損壊したことにより、相

手方に損害を与えたもの。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認する。 

 

３ 損害賠償の支払い 損害保険ジャパン株式会社 全国市長会市民総合賠償補償保険にて

対応しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和３年３月委員会協議会あてに 

報告します。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 産業環境部 環境政策課 環境企画係 内線2621 47－1953ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ２ 月 ２２ 日 庁議提出案件           資料No.２ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               市民生活部長 氏名 石坂 之敏 内線（TEL）２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

 

【 目 的 】 

  公用車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報

告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

市過失 

割合 
事故概要 

1 令和3年2月19日 
126,929円 

（126,929円） 
10割 

令和3年1月19日午前11時頃、太田市

浜町地内の市役所駐車場において、職

員が公務のため来所し、公用車から降

車しようと運転席の扉を開けようとし

たところ、扉が強風にあおられ、当該

扉が左側に駐車していた乗用車の左側

後部座席の扉に接触し、当該乗用車を

損傷させたものです。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認しました。 

 

３ 損害賠償の支払いについては、損害保険ジャパン株式会社一般自動車保険にて対応しまし

た。 

 

４ その他  地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和３年３月委員会協議会あてに

報告します。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  市民生活部 市民課 西サービスセンター ５７－４９２２ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ２ 月 ２２ 日 庁議提出案件           資料No. 1   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会協議会後 】 

 

                 企画部長 氏名 栗原 直樹  内線（TEL）２２００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  株式会社おおたコミュニティ放送の資本金の額の減少及び本市保有の株式譲渡について 

 

【 目 的 】 

  株式会社おおたコミュニティ放送の資本金の額の減少及び本市が保有している株式の一 

部譲渡について報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 株式会社おおたコミュニティ放送は地域密着の情報発信を目的に平成10年に開設されま

した。当初より、資本金1億1,200万円の法人税法上の大企業として経営を行ってまいりまし

たが、事業規模及び近年の経営状況からも実態と乖離した状況が続いています。下記のとお

り減資を行うことで、法人税法上の中小企業としての税制上の優遇や事務効率化を図り経営

の安定化が期待できるため、太田市保有の株式を一部譲渡することとしました。 

 

１．資本金の額の減少 

  （１）減少する資本金の額  1,800万円 

  （２）上記の額のうち資本準備金とする額 0円（無償減資） 

  （３）減少日 令和3年2月1日 

   ※資本金は1億1,200万円から9,400万円となります。   

 

２．減資に関する株式譲渡  

（１） 株式の種類及び数量  普通株式 200株 

（２） １株当たりの譲渡価格 40,598円（原則的評価方式等） 

（３） 譲渡金額 8,119,600円 

（４） 譲渡人 太田市 

（５） その他 令和3年2月末までに譲渡を完了 

 

 ３．その他 

   譲渡後の本市持株数 425株(2,125万円) 

 

 

【備考】 

問い合わせ先  企画部 広報課 広報係 内線２２５２ ４７－１８１２（ダイヤルイン） 



  ２月２２日 庁議提出案件            資料No.２ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               総務部長 氏名 髙島 賢二  内線（TEL）2300  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 令和元年東日本台風（台風第１９号）対応検証報告書【対応結果編】について 

 

 

【 目 的 】 

  令和元年東日本台風（台風第１９号）の対応検証報告書（令和２年２月公表）における 

 諸課題に対して、各部局において実施した具体的な対応について報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 課題・問題点に対する主な対応結果 

（１）太田市地域防災計画及び各種マニュアルの改訂 

 （２）水害時に開設する避難所を指定し段階的に開設 

（３）避難所の開設・運営職員を事前に指定 

（４）災害情報共有システムを構築 

 （５）市民が避難所開設・混雑状況をスマートフォン等で確認できるシステムを構築 

（６）内水・河川氾濫に対する備えを強化 

 

 ２ 新型コロナウイルス感染症を踏まえた防災対策 

  （１）新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営ガイドラインを策定 

  （２）各避難所にマスク・消毒液・体温計などの感染症対策物品を配備 

 

 ３ 今後の予定 

   ３月２日（火） ・総務企画委員会協議会へ報告（全議員への資料提供） 

         ・報道機関へ資料提供 

・市ホームページ掲載 

 

 

 ※詳細については、「令和元年東日本台風（台風第１９号）対応検証報告書【対応結果編】」 

及び「令和元年東日本台風対応検証報告書に基づく対応結果の概要」のとおりです。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先   総務部 災害対策課 災害対策係 内線3451 47-1916 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月２２日 庁議提出案件           資料No.３  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              文化スポーツ部長 氏名 長谷川 幸浩   内線３６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

太田市尾島体育館竣工記念式典の開催について 

 

【 目 的 】 

 太田市尾島体育館の老朽化に伴い、建て替えを行い、本年３月に工事が完了することによ

り、新しくなる体育館の完成を祝い、市民に周知をすることを目的に式典を開催し、今後の

施設利用の促進とスポーツ振興を図るものです。 

 

【 概 要 】 

１ 日 時     令和３年３月２８日（日） 

          午前９時から午後３時終了予定（式典・イベント） 

２ 会 場     太田市尾島体育館 

３ 主 催     太田市・一般財団法人太田市文化スポーツ振興財団       

４ 内 容      

９時００分～  ＜式典＞   （担当課：スポーツ施設管理課） 

① テープカット 

② 主催者挨拶 

③ 来賓祝辞 

④ 来賓紹介 

⑤ 感謝状贈呈 

    ９時３０分～  ＜イベント＞ （担当課：スポーツ振興課） 

① 記念品贈呈 

② 記念試合（女子バレーボール） 

   《式典出席予定者》※順不同 

 市長、副市長、教育長、市議会議長、市議会副議長、市民文教委員長、市民文教 

副委員長、スポーツ協会会長、スポーツ推進委員会長、尾島地区市議会議員、尾島

地区スポーツ協会会長、太田市区長会長、横山建設㈱代表取締役社長 

   《イベント参加者》※順不同 

 市立太田高校、太田女子高校、太田東高校、常磐高校、西邑楽高校、太田市役所 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部 スポーツ施設管理課 西部スポーツ施設係  

    ５７－２２２２ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月２２日 庁議提出案件 資料No.４
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

文化スポーツ部長 氏名 長谷川 幸浩 内線３６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

「太田市美術館・図書館美術作品等収蔵委員会」の設置について

【 目 的 】

太田市美術館・図書館が収蔵する美術作品その他美術に関する資料の選定、評価、保全、

処分を適正かつ円滑に行うために設置するものです。

【 概 要 】

１．委員会の所掌事務

(1) 美術館・図書館が購入、寄贈、寄託又は移管により収集する美術作品等の選定及び

評価に関すること

(2) 美術館・図書館が収蔵する美術作品等の保全及び処分に関すること

(3) その他美術に係る専門的事項に関すること

２．委員会の組織

(1) 委員の定数 … ４人以内

※「現代美術」、「絵画」、「工芸」、「文学」の４分野で構成

(2) 任期 … ２年

(3) 会議の開催 … 随時

３．設置要綱

別紙のとおり

４．施行日

令和３年４月１日

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部 美術館・図書館 学芸係 ５５－３０３６ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 ２月２２日 庁議提出案件           資料No.５  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              福祉こども部長 氏名 荒木 清   内線（TEL）2500   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  市営４地域活動支援センターの法定サービスへの移行及び民営化について 

 

【 目 的 】 

  地域活動支援センターは、障がい者に対して「創作的活動」や「生産活動」の機会の提供 

を行っていますが、当該事業内容を包括する法定サービスが充実してきたことから、更なる 

利用者へのサービス向上と行政コストの削減を目的に、法定サービスへの移行と併せて民営 

化を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 法定サービスへの移行の法的位置づけ 

  障害者総合支援法第５条第２７項に規定する「地域活動支援センター」から、同法第５条 

第１項に規定する「生活介護」または「就労継続支援」の障害福祉サービス事業に移行しま 

す。 

２ 移行・民営化のメリット 

  利用者…計画相談の利用によるライフサイクルを通じた相談支援等 

  事業者…法人の自主財源確保によるサービスの多角化等 

   市 …大幅な市費の縮減による行政コストの削減等 

３ 民営化移行スケジュール 

  公募により事業者を選定し、以下のスケジュールで民営化を進めます。 

施   設   名 
現在の 

運営形態 

指定 

期間 

公募・選定 

年度 
移行年月日 

太田市尾島ぴっころ地域活動支援センター 
指定 

管理 
R2～R4 令和3年度 令和5年4月1日 

太田市新田ななくさ地域活動支援センター 
指定 

管理 

R1～R3 

(1年延長) 
令和3年度 令和5年4月1日 

太田市藪塚しゅんらん地域活動支援センター 
指定 

管理 

H30～R2 

(R3～R5) 
令和4年度 令和6年4月１日 

太田市太田地域活動支援センター 直営 － 令和4年度 令和6年4月1日 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先   福祉こども部 障がい福祉課 福祉事業係 ３２－４２２０ 



 ２月２２日 庁議提出案件            資料No.６  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】 

 

               産業環境部長 氏名 久保田 均 内線（TEL）２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

株式会社田園都市未来新田の株式譲渡について 

 

【 目 的 】 

本市が保有している「株式会社田園都市未来新田」の株式譲渡の内容について報告するも

のです。 

 

【 概 要 】 

 

１ 株式譲渡の内容 

（１）株式の種類及び数量 ：普通株式 ４，０００株 

（２）１株あたりの売買価格 ：５万円（額面） 

（３）譲 渡 金 額 ：２億円（本市の出資額と同額） 

（４）譲 渡 先 企 業 ：株式会社ＪＭホールディングス 

（茨城県土浦市卸町２－３－３０） 

（５）譲 渡 契 約 年 月 日 ：令和３年２月１日（入金日：２月１５日） 

 

 ２ 株式譲渡の理由 

株式会社田園都市未来新田は、太田市の第三セクターとして地域経済の活性化に大きく 

貢献してきました。今後コロナ禍における生活様式の変化等に対応していく中で、地域の 

ショッピングセンターとしての業態を維持し、安定した経営を確保するためには、優良な 

民間企業に株式を譲渡して経営の強化を図る必要があるとの判断から保有株式を譲渡する

ことといたしました。 

 

 ３ その他 

  株式会社田園都市未来新田への貸付金残額の繰上償還についても２月１５日に償還済 

です。 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  産業環境部 商業観光課 商業係 内線2631 47－1833 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ２月２２日 庁議提出案件             資料No.７         
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                  産業環境部長 氏名 久保田 均  内線２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   太田市電気事業経営戦略の策定について 

 

 

【 目 的 】 

公営企業が将来にわたって事業を安定的に継続するにあたり、経営健全化を行い、経営基

盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むための中長期的な経営の基本計画である「経

営戦略」を令和２年度末までに策定することが「「経営戦略」の策定推進について（総務省

通知）」により、国から求められていました。そこで、当該事業についても太田市電気事業

経営戦略として計画を策定したので、その内容を報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

 １ 事業概要 

  ２ 将来の事業環境 

  ３  経営の基本方針 

 ４ 投資・財政計画（収支計画） 

５  公営企業として実施する必要性 

６ 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 

※詳細については、別冊「太田市電気事業経営戦略」のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   産業環境部 環境政策課 環境企画係 内線2621 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1953 

 



 ２月２２日 庁議提出案件             資料No.８      
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                  産業環境部長 氏名 久保田 均  内線２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   令和２年度環境白書について 

 

 

【 目 的 】 

「太田市環境基本条例」第２２条に基づき、本市における環境の状況及び環境の保全等に

関して講じた施策をまとめた「環境白書」を作成したので、報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

 

 １ 主な実績 

環境項目 令和元年度目標値 令和元年度実績値 

温室効果ガス排出量 

（市域全体） 
257.2 万t-CO2 

 

239.4 万t-CO2 

（平成29年度実績値）※ 

温室効果ガス排出量 

（市の事務事業） 
28,652 t-CO2 27,360 t-CO2 

ごみ年間排出量 76,659 t 81,826 t 

１人１日当たりごみ排出量 960 g 998 g 

公害防止対策の推進に係る

環境項目の達成割合 
100 % 85.7 % 

   ※温室効果ガス排出量は、国、県などの最新の公表値から太田市の世帯数や工業出荷額などの 

    按分により計算するため、実績年度にずれが生じる。 

 

  ２ その他の掲載内容 

   第２次太田市環境基本計画に基づく各取組についての進捗状況 

   環境基準に係る測定結果の詳細 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   産業環境部 環境政策課 環境企画係 内線2621 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1953 

 



２ 月 ２２ 日 庁議提出案件 資料No.９
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 越塚 信夫 内線（２８００）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田都市計画用途地域の変更（太田市運動公園地区）について

【 目 的 】

太田市運動公園は現行指定の用途地域と土地利用現況に乖離が見られることから、今後もス

ポーツを通じて市民の健康の増進を高め健全な心身の発展に寄与するとともに、地域活性化を

実現する基盤として市域に効果を発現させるため、より幅広く利用していくことが可能となる

よう用途地域を変更するものです。また、運動公園周辺の一部区域についても、都市計画の規

制の連続性の観点から用途地域を変更します。

【 概 要 】

１ 概要

地区名：太田市運動公園地区

面 積：約18.9ha

２ 内容

用途地域の変更

３ 今後の主なスケジュール（予定）

関係権利者への説明 令和３年３月

都市計画原案の閲覧及び案の縦覧 令和３年３月～５月頃

都市計画審議会 令和３年５月頃

都市計画決定告示 令和３年６月頃

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2813 ４７－１８３９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

No 区域 変更内容 面積

① 太田市運動公園

第一種中高層住居専用地域 → 第二種住居地域 約16.5ha

第二種中高層住居専用地域 → 第二種住居地域 約0.7ha

② 周辺区域 第一種中高層住居専用地域 → 第二種中高層住居専用地域 約1.7ha



 ２月 ２２日 庁議提出案件           資料No.10  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長  氏名 越塚 信夫  内線 ２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田都市計画地区計画の変更（吉沢原宿地区）について 

 

【 目 的 】 

おおた渡良瀬産業団地は、吉沢原宿地区地区計画が平成２９年１月３１日に策定されて

いますが、進出企業から地区内のより柔軟な土地活用の要望が寄せられており、産業拠点

としての維持及びより活発な企業活動への貢献のため、建築物の制限内容を一部変更する

ものです。また、令和２年度末におおた渡良瀬産業団地の造成が完了見込みであることか

ら、当該造成計画に合わせて地区施設を変更するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 都市計画変更の区域 

吉沢原宿地区（約57.3ha、別紙参照） 

 

２ 変更内容 

  ① 建築物等の用途の制限 

Ａ地区（工業専用地域） ：診療所及び保育所の立地を緩和 

   Ｂ・Ｃ地区（準工業地域）：病院、診療所、保育所及び一部の店舗の立地を緩和 

② 地区施設の配置及び規模 

道路の位置及び延長を造成計画に合わせて変更 

③ 壁面の位置の制限 

隅切り部分の制限を緩和 

 

３ 今後の主なスケジュール（予定） 

関係権利者への説明    令和３年３月 

都市計画原案の閲覧及び案の縦覧  令和３年３月～５月頃 

都市計画審議会     令和３年５月頃 

都市計画決定告示    令和３年６月頃 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2813 ４７－１８３９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月 ２２日 庁議提出案件 資料No.11
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 越塚 信夫 内線（TEL）2800

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市都市計画審議会委員（市民）の公募について

【 目 的 】

太田市都市計画審議会委員の任期が本年６月３０日で満了となることから、市民公募によ

る委員を新たに募集するものです。

【 概 要 】

１ 募集人数 ３人

２ 委員の任期 本年７月１日から２年間

３ 応募資格 次の条件をすべて満たす方

(１)太田市内に居住しているもので、都市計画への関心の高い方

(２)委員を委嘱しようとする日の年齢が１８歳以上の方

(３)年に数回程度開催する審議会（原則として平日昼間に開催）に出席

できる方

(４)国もしくは地方公共団体の議員又は常勤の職員でない方

(５)地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方

４ 報酬 条例による報酬を支給

５ 応募方法 都市計画課窓口で配布又は市ホームページからダウンロードした応募

用紙に必要事項を記入し、都市計画課へ持参するか、郵送、ファクシミ

リ、電子メールのいずれかで提出

６ 募集期間 令和３年４月１日(木)から４月３０日(金)まで（締切日消印有効）

７ 選考方法 応募用紙による書類選考及び面談を実施し、結果を通知します

※都市計画審議会委員構成 １６人以内

（学識経験者５人以内、市議会議員５人以内、関係行政機関又は県の職員３人以内、

市民３人以内）

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2812 47－1839 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 ２月 ２２日 庁議提出案件           資料No.12 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

都市政策部長 氏名 越塚 信夫  内線（TEL）２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市空家等対策計画の期間延長について 

 

【 目 的 】 

地域における人口減少や高齢化社会の進展などにより空き家問題は深刻化していま

す。このことにより太田市では、太田市空家等対策の推進に関する条例に基づき平成２

８年度に「太田市空家等対策計画」を策定いたしましたが、本計画を継続し適正な進行

管理を行う必要性から太田市空家等対策協議会での協議を経て５年間延長するもので

す。 

 

【 概 要 】 

１ 計画の対象 

 太田市全域の空き家及びその敷地 

 

２ 主な対策 

①発生の抑制   問題意識の啓発、住宅リフォーム支援事業や木造住宅耐震化促 

進事業などの活用 

 

②利活用の促進  太田市空き家バンク設置及び、関係団体等と連携した利活用の 

促進、利活用希望者に整備費の活用支援 

 

③空き家等の解消 ガイドラインに基づく特定空家等の判定、空家等除却補助制度 

等の実施 

 

３ 計画の期間 

令和３年度から令和７年度までの５年間 

 

【 備 考 】 

*  問い合わせ先   

都市政策部 まちづくり推進課 空家対策係 内線２８２３ ４７－１８４３ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ２月２２日 庁議提出案件            資料No.13 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              教育部長 氏名 春山 裕     （TEL）２０－７０８５   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

太田市立北の杜学園の開校並びに太田東小学校、韮川西小学校及び北中学校の閉校について 

 

【 目 的 】 

北の杜学園の開校及び統合する３校の閉校について報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 開 校  太田市立北の杜学園 

学校種 義務教育学校 

        所在地 太田市熊野町２－１ 

開校日 令和３年４月１日 

        開校式 令和３年４月９日（金）午後２時開催予定 

 

 ２ 閉 校  太田市立太田東小学校 

         〃  韮川西小学校 

         〃  北中学校 

        閉校日 令和３年３月３１日 

        閉校式 太田東小学校 令和３年３月２４日（水）卒業式終了後 

            韮川西小学校         〃 

            北中学校   令和３年３月１２日（金）卒業式終了後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   教育部 学校教育課 企画係  ＴＥＬ ２０－７０６５ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



   ２月 ２２日 庁議提出案件           資料No.14     
●内 容 【 2.連絡事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後  】 

 

               教育部長 氏名 春山 裕   内線（TEL）５５－２１２８ 
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【 表 題 】 

  令和３年度太田市立太田中学校入学者選抜における合格者状況について 

 

【 目 的 】 

  令和３年１月２３日（土）に実施しました太田市立太田中学校入学者選抜の合格状況につ

いて、その結果概要を報告するものです 

 

【 概 要 】 

１ 合格発表  令和３年２月１日（月） 

２ 入学者選抜結果 

（１） 合格状況 

年
度 

募
集
定
員 

志
願
者
数 

受
検
者
数 

合
格
者
合
計 

倍 

率 

(

合
格
者
／
受
検
者) 

令和３ 105 267 265 105 2.5倍 

 

（２）区域別状況 

区   域 志願者数 欠席者数 受検者数 合格者数 割合（％） 

太田市内 

男 83 1 82 40 38％ 

女 108 0 108 35 33％ 

計 191 1 190 75 71％ 

太田市外 

(群馬県内) 

男 31 0 31 12 12％ 

女 45 1 44 18 17％ 

計 76 1 75 30 29％ 

群馬県外 

男 0 0 0 0 0％ 

女 0 0 0 0 0％ 

計 0 0 0 0 0％ 

合  計 

男 114 1 113 52 50％ 

女 153 1 152 53 50％ 

計 267 2 265 105 100％ 

                               （割合は、105人に対して） 

【 備 考 】 

令和３年２月６日（土）追検査実施 

 

＊ 問い合わせ先   教育部 学校教育課 指導係 内線 ５５－２１２８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


